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世田谷区犯罪被害者等支援の取組状況について 

 
１ 主旨 
  区における犯罪被害者等支援については、令和元年度から学識経験者や関係機関等を

交えた「世田谷区犯罪被害者等支援検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）及び庁

内管理職で構成される「世田谷区犯罪被害者等支援庁内検討会」で検討を行い、令和３

年６月から世田谷区犯罪被害者等支援相談窓口（以下、「相談窓口」という。）を中心と

した、犯罪被害者等への相談支援事業を開始した。開始後の状況について報告する。 
 
２ 犯罪被害者等相談専用窓口について 
（１）相談窓口の概要 

①開設場所、相談員の配置 
 生活文化政策部人権・男女共同参画担当課（梅丘分庁舎３Ｆ）に１名配置。 
 なお、専用相談室は、梅丘分庁舎２Ｆに新たに整備した。 
②相談専用ダイヤル、窓口周知用リーフレットの作成 

   相談専用ダイヤルを新たに整備し、番号掲載のリーフレットを関係機関へ配布した。 
③相談員による支援 

〇相談対応  〇同行支援  〇庁内所管と連携した支援  〇普及啓発 
（２）相談実績（令和３年１２月末現在） 
  ２５件 
   
３ 世田谷区における今後の犯罪被害者等支援について 

犯罪被害者等への支援については、条例の制定も視野に検討を行ってきた。陳情が趣

旨採択された後、東京都の条例が制定されたこともあり、犯罪被害者等へより身近な立

場の区は、支援を求めている方に寄り添う支援が重要であり、相談窓口という具体的な

支援体制を先行させることとした。 

引き続き相談窓口に寄せられる相談や意見などから犯罪被害者等が求めている支援を

把握し、さらに施策を充実させていくものとする。 

性犯罪・性暴力については、国は強化方針を取りまとめており、令和４年度が集中強化

期間の最終年度となることから、区も性犯罪・性暴力被害者への支援を強化する必要が

ある。犯罪被害者等の声を参考に、必要な支援施策を充実させるとともに、条例制定につ

いても引き続き検討を行い、学識経験者等を構成員とした検討委員会を継続させる。 

 
４ 令和４年度の予定 

 令和４年４月から  犯罪被害者等支援相談員の増  
６月    犯罪被害者等支援に関するシンポジウム 
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